
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
六
十
号
）
（
税
務
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

県
税
の
収
納
に
関
す
る
事
務
を
市
町
村
に
委
任
す
る
制
度
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
地
方
税

法
の
一
部
改
正
等
に
伴
い
、
自
動
車
取
得
税
を
廃
止
し
、
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
を
創
設
す

る
時
期
を
変
更
す
る
等
を
行
う
。 

二 

内
容 

 

㈠ 

県
税
の
収
納
に
関
す
る
事
務
を
市
町
村
に
委
任
す
る
制
度
の
廃
止 

 
 

 

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
収
納
、
ペ
イ
ジ
ー
収
納
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
収
納
の
導
入
等

に
よ
り
、
県
税
を
納
税
で
き
る
窓
口
が
極
め
て
少
な
か
っ
た
地
域
に
お
け
る
納
税
環
境
が
大

幅
に
改
善
さ
れ
た
た
め
、
県
税
の
収
納
に
関
す
る
事
務
を
市
町
村
に
委
任
す
る
制
度
を
廃
止

す
る
。 

 

㈡ 

消
費
税
率
引
上
げ
時
期
の
変
更
に
伴
う
措
置 

 
 

ア 

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
期
限
の
延
長 

 
 

 
 

個
人
県
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
に
つ
い
て
、
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。 

 
 

イ 

各
種
措
置
の
実
施
時
期
の
変
更 

 
 

 
 

消
費
税
率
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
へ
の
引
上
げ
に
合
わ
せ
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
に
施
行

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
以
下
の
措
置
に
つ
い
て
、
実
施
時
期
を
変
更
す
る
。 

 
 

 

（ア） 

法
人
県
民
税
法
人
税
割
の
税
率
の
引
下
げ 

 
 

 
 

 

法
人
県
民
税
法
人
税
割
の
税
率
を
引
き
下
げ
る
措
置
の
適
用
に
つ
い
て
、
平
成
三
十

一
年
十
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
分
か
ら
に
変
更
す
る
。 

 
 

 

（イ） 

法
人
事
業
税
の
税
率
の
特
例
の
廃
止 

 
 

 
 

 

法
人
事
業
税
の
税
率
の
特
例
を
廃
止
す
る
措
置
の
適
用
に
つ
い
て
、
平
成
三
十
一
年

十
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
分
か
ら
に
変
更
す
る
。 

 
 

 

（ウ） 

地
方
消
費
税
の
税
率
の
引
上
げ 

 
 

 
 

 

地
方
消
費
税
の
税
率
を
引
き
上
げ
る
日
を
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
に
変
更
す
る
。 

 
 

 

（エ） 

自
動
車
取
得
税
の
廃
止
及
び
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
導
入
等 

 
 

 
 

 

自
動
車
取
得
税
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
自
動
車
取
得
税
の
グ
リ
ー
ン
化
機
能
を
維

持
及
び
強
化
す
る
た
め
自
動
車
税
に
環
境
性
能
割
を
創
設
し
、
現
行
の
自
動
車
税
を
「
種

別
割
」
と
名
称
変
更
す
る
日
を
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
に
変
更
す
る
。 

 

㈢ 

そ
の
他 

 
 

 

引
用
法
令
の
施
行
期
日
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
に
伴
う
規
定
の
整
備
を
行
う
。 

三 

施
行
期
日 



 
 

公
布
の
日
。 

 
 

た
だ
し
、
二
㈠
に
つ
い
て
は
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
。 


